
長 第 4 2 5 号  

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ 日  

 

介護サービス情報公表対象事業所の管理者 様 

 

岩手県保健福祉部長寿社会課総括課長  

 

 

令和４年度における介護サービス情報の報告及び公表について 

 このことについては、介護保険法第 115条の 35により、介護サービス事業者は、その提供

する介護サービスに係る介護サービス情報を、管轄する都道府県知事に報告することが義務

付けられており、報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容を公表することが定められ

ています。 

つきましては、別添「令和４年度介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表計

画」により報告及び調査について適切に御対応くださるようお願いします。 

併せて、貴事業所と所在地を一にする関連事業所がある場合には、本通知内容を当該関係

事業所あてに周知くださるようお願いします。 

 具体的な報告手続き等については、後日、県が指定した指定情報公表センター及び指定調

査機関から連絡いたします。 

 なお、事業所ごとの公表日程等は、下記の当課ホームページに掲載していますので申し添

えます。 

記 

１ 当課ホームページ（介護サービス情報の公表について）の URL 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/jigyousho/1003732.html 

トップページ > くらし・環境 > 福祉 > 介護福祉 > 介護サービス事業者の皆様へ > 介護サ

ービス情報の公表について 

２ 令和４年度の既存事業所に対する調査の対象サービス 

  （介護予防）特定施設入居者生活介護、居宅介護支援（盛岡、中部、宮古、久慈、二戸）、介

護医療院、（介護予防）短期入所療養介護、介護療養型医療施設、 

３ 留意事項 

（１）本制度における報告や調査について、対象となる事業所は、対応することが法律で義務付

けられています。 

（２）報告義務があるにも関わらず未報告の事業所については、介護サービス情報公表システム

において公表しますので、適切な対応をお願いします。 

【担当】 

 介護福祉担当  三浦 

 TEL：019-629-5441（直通） 

 FAX：019-629-5444 
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